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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

第１３条第１項の規定に基づく届出の基準について 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下

「法」という。）第１３条第１項（第５項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による

届出について、別紙「獣医師の届出基準」を定めたので、届出に関する事務の施行に遺憾のなきを

期するとともに、関係機関へ周知されたい。 

また、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項に規定する都道

府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とする。 

なお、これに伴い、下記のとおり関連通知を改廃する。 

 

記 

 

１ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令の公

布等について」（平成１５年２月１４日付け健感発第 0214001 号厚生労働省健康局結核感染症課

長通知）を廃止する。 

 

２ 「感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について」（平成１５年１

１月５日付け健感発第1105006号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）の別紙「医師から都道

府県知事等への届出基準」中「１ サル類のエボラ出血熱」及び「２ サル類のマールブルグ病」

の部分を削る。 

 

３ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく獣医師から都道府県等へ

の届出基準について」（平成１６年８月１９日付け健感発第 0819001 号厚生労働省健康局結核感

染症課長通知）を廃止する。  

 

 

 



（別紙） 

獣医師の届出基準 

 

第１ エボラ出血熱 

１ 定義 

エボラウイルスによる熱性疾患である。 

２ 対象となる動物 

  サル  

３ 動物における臨床的特徴 

出血斑が胸部、上腕内側及び大腿部に認められる。一般に、血小板の減少及び肝機能の高

度の障害（ＧＯＴ、ＧＰＴ及びＬＤＨの上昇）が認められる。また、解剖時には広範な出血

病変及び実質臓器の壊死が認められ、病理組織学的には肝の巣状壊死、好酸性細胞質内封入

体及び網内系の壊死が認められる。 

４ 届出基準 

(1)  獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体についてエボラ出

血熱の病原体診断又は血清学的診断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出

を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分

ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。 

なお、ウイルスの検出感度は、末梢白血球及び肝臓が高い。  

検査方法 検査材料 

電子顕微鏡でのウイルス粒子の検出による病原体

の検出 

血液若しくは唾液又は肝臓、脾

臓その他の臓器 

蛍光抗体法、免疫組織化学法又は抗原捕捉ＥＬＩＳ

Ａ法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

ＥＬＩＳＡ法又はウェスタンブロット法による病

原体に対する抗体の検出 

血清 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体がエボラ出血熱にかか

っている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかか

わらず、病原体診断又は血清学的診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わ

なければならない。 

 

第２ 重症急性呼吸器症候群 

１ 定義 

ＳＡＲＳコロナウイルスによる重症急性呼吸器症候群である。 

２ 対象となる動物 

イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン 

３ 動物における臨床的特徴 

ＳＡＲＳコロナウイルスを実験的に感染させたハクビシンでは、発熱、元気消沈、攻撃性

の消失及び白血球数の減少が認められ、また、そのうち少数の個体では、下痢及び結膜炎が

認められる。イタチアナグマ及びタヌキの臨床的特徴は明らかではない。  

４ 届出基準 

(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、イタチアナグマ、タヌキ若しくはハ

クビシン又はこれらの死体についてＳＡＲＳコロナウイルスの病原体診断又は血清学的診

断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出を行わなければならない。この場



合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲

げるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

ウイルス分離による病原体の検出 血液、糞便若しくは尿、鼻腔洗

浄液若しくは咽頭拭い液等気

道からの検体又は臓器 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

中和試験又はＥＬＩＳＡ法による病原体に対する

抗体の検出 

血清 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からイタチアナグマ、タヌキ若しくはハクビ

シン又はこれらの死体がＳＡＲＳコロナウイルスにかかっている疑いがあると診断し、又

はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断又は血清学的

診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わなければならない。 

 

第３ ペスト 

１ 定義 

ペスト菌による全身性疾患である。  

２ 対象となる動物 

  プレーリードッグ 

３ 動物における臨床的特徴 

プレーリードッグがペスト菌に感染した場合の潜伏期間に関するデータは存在しないが、

ジリスに対する感染実験の成績から２日から７日程度と考えられる。当該実験では、接種部

位の所属リンパ節に腫脹を呈する個体が認められている。また、鼻出血が認められる場合が

ある。プレーリードッグは、ペストに対して極めて感受性が高く、致命率はほぼ 100%である。 

４ 届出基準 

(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、プレーリードッグ又はその死体につ

いてペストの病原体診断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出を行わなけ

ればならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用

いること。  

検査方法 検査材料 

菌分離による病原体の検出 血液又は肝臓、脾臓、リンパ節

その他の臓器 ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からプレーリードッグ又はその死体がペスト

にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)

にかかわらず、病原体診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わなければな

らない。 

 

第４ マールブルグ病 

１ 定義 

マールブルグウイルスによる熱性疾患である。 

２ 対象となる動物 

  サル  

３ 動物における臨床的特徴 

特徴的な臨床症状は出現しない。解剖時には筋肉、胸膜下、心筋等における広範な出血病

変が認められ、病理組織学的には肝の巣状壊死、好酸性細胞質内封入体及び網内系の壊死が

認められる。 

４ 届出基準  



(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体についてマールブ

ルグ病の病原体診断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出を行わなければ

ならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いる

こと。なお、ウイルスの検出感度は、末梢白血球が高い。     

検査方法 検査材料 

電子顕微鏡でのウイルス粒子の検出による病原体

の検出 

血液又は肝臓その他の臓器 

蛍光抗体法又は抗原捕捉ＥＬＩＳＡ法による病原

体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体がマールブルグ病にか

かっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にか

かわらず、病原体診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わなければならな

い。 

 

第５ 細菌性赤痢 

１ 定義 

赤痢菌による急性感染性大腸炎である。 

 ２ 対象となる動物 

   サル 

３ 動物における臨床的特徴 

  臨床症状は、人のそれに類似し、水様性、粘液性、粘血性又は膿粘血性の下痢及び元気食

欲の消失を呈し、ときに嘔吐を呈する場合もある。発症した個体は、数日から２週間で死亡

することが多い。病巣は大腸に限局しており、粘膜の肥厚、浮腫、充血、出血及びフィブリ

ン様物質の付着又は糜爛が認められる。また、無症状で赤痢菌を保有するサルも存在する。 

４ 届出基準 

(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体について細菌性赤

痢の病原体診断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出を行わなければなら

ない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

菌分離による病原体の検出 糞便又は直腸スワブ 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体が細菌性赤痢にかかっ

ている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわ

らず、病原体診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わなければならない。 

 

第６ ウエストナイル熱 

１ 定義 

ウエストナイルウイルスによる熱性疾患である。 

２ 対象となる動物 

  鳥類に属する動物 

３ 動物における臨床的特徴 

臨床症状は、一般的に無症状の場合が多いが、沈鬱、食欲不振、衰弱、体重減少等の特異

的でない症状が見られる場合もある。鳥類に属する動物の中には、運動失調、振戦、転回、

不全麻痺等の神経症状を呈するものもあり、カラス等のように感受性が高く、死亡する種類

もある。臨床症状を呈する期間は、１日から２４日の幅があるが、通常は１週間以内である。



血液学的所見及び生化学的所見に特異的なものは認められない。 

４ 届出基準 

(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類に属する動物又はその死体につ

いてウエストナイル熱の病原体診断又は血清学的診断をした場合には、法第１３条第１項の

規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検

査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

ウイルス分離による病原体の検出 総排泄腔拭い液若しくは口腔拭

い液、血液又は脳、腎臓、心臓

その他の臓器 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

中和試験による病原体に対する抗体の検出 血清 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況から鳥類に属する動物又はその死体がウエス

トナイル熱にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した

場合は、(1)にかかわらず、病原体診断又は血清学的診断を待たず法第１３条第１項の規定

による届出を行わなければならない。 

 

第７ エキノコックス症 

１ 定義 

多包条虫及び単包条虫による慢性疾患である。 

２ 対象となる動物 

  犬 

３ 動物における臨床的特徴 

感染した犬は、通常、症状を示さないが、まれに下痢を呈する。  

４ 届出基準 

(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、犬又はその死体についてエキノコッ

クス症の病原体診断をした場合には、法第１３条第１項の規定による届出を行わなければ

ならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるものを用いること。 

なお、ＥＬＩＳＡ法による病原体の抗原の検出により病原体診断を行う場合においては、

ＥＬＩＳＡ法により成虫由来抗原を検出した後、駆虫治療を行い、再度ＥＬＩＳＡ法によ

り検査を実施した結果、抗原が検出されないときに限り届出を行うこと。 

検査方法 検査材料 

虫体又はその一部（片節）の確認による病原体の検

出 

糞便 

ＥＬＩＳＡ法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況から犬又はその死体がエキノコックス症にか

かっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にか

かわらず、病原体診断を待たず法第１３条第１項の規定による届出を行わなければならな

い。 
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